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千葉市議会「議会のあり方」検討協議会第 1 部会協議結果報告書 

 

はじめに  

 この報告書は、千葉市議会「議会のあり方」検討協議会第１部会の優先協議事項である

議員報酬、議員定数に関する部会の協議結果について、千葉市議会「議会のあり方」検討

協議会に提出するものである。 

 

１ 千葉市議会「議会のあり方」検討協議会第 1部会の概要について 

（１）千葉市議会「議会のあり方」検討協議会について 

ア 目的 議会改革の推進 

イ 構成 議長、副議長及び各会派幹事長を含む１７人 

ウ 決定事項 

①議会改革の根幹となる「千葉市議会の基本理念」を構築 

②基本理念を実現するための基本方向を検討 

③基本方向を踏まえた改革すべき具体的事項を検討するため、３部会を設置 

 

 

 

 

 

 

（２）千葉市議会「議会のあり方」検討協議会第１部会について 

ア 所管 「議員の身分に関すること」 

イ 構成 各会派（一部会派除く）より選出の７委員 

  詳細は、Ｐ９「６ 部会委員の構成」のとおり 

ウ 優先協議事項は以下の３項目からなる。 

①議員報酬 

②議員定数 

③政務調査費 

 

２ 協議の進め方について 

部会の協議の進め方について意見交換を行い、はじめに議員報酬・議員定数の順に協

議を行い、その後、政務調査費について協議することとなった。 

また、第１０回「議会のあり方」検討協議会において、議員の身分に関する優先協議

事項についての結論を平成２５年３月３１日までに出すとの決定を受け、検討協議会で

の協議等が必要になることから、１２月までに部会の結論を出すこととなった。  

 

 

 

第３部会 

政策立案・政策提言、監

視・評価に関すること 

第１部会 

議員の身分に関すること 

第２部会 

市民参加の推進に関す

ること 

部会資料４ 
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３ 議員報酬について 

（１）「千葉市議会議員の活動」モデルの作成 

優先協議事項を具体的に検討するにあたり、意見交換を行ったところ、優先協議事項

の３項目（議員定数、議員報酬、政務調査費）よりも、「議員のあるべき姿」を先に議論

するとの意見が大半であった。 

また、今後の会議の進め方等についても協議を行った結果、まずは議会内外での議員

の諸活動を取りまとめた「千葉市議会議員の活動の標準モデル」の作成に着手すること

標準モデルの構成は以下のとおりとすることが決定された。 

 

議員の年間活動の把握 

＜モデル作成イメージ＞ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ア 議会開会中の活動 

平成 23 年中に行われた活動（本会議、委員会など）を３つの活動区分にまとめ、

区分ごとに活動時間を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「諸 会 議」 

（全員協議会、幹事長会議 等） 

「常任・特別委員会、 

議会運営委員会」 

「本 会 議」 

（定例会・臨時会） 

議会開会中

の活動 

千 葉 市 議 会 

議 員 の 活 動 の 

標 準 モ デ ル 

議会開会中の活動 

⇒事務局が整理 

議会閉会中の活動 

⇒部会委員が整理 
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イ 議会閉会中の活動 

議会閉会中の活動を明らかにするため、５つの活動区分からなる「議員の活動を

類型化する枠組み」を定め、委員が年間の議員活動を書き出すこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員から提出された閉会中の議員の活動について意見交換が行われた結果、議員の

活動は多様であるということから、議員活動の標準モデルを作るのではなく、複数の

モデルを「千葉市議会議員の活動」として作成することとした。 

また、議員の活動モデルの協議を進める中で、委員ごとに活動件数の捉え方が様々

であり、記載された件数に大きな差異があることが判明し、考え方を統一する必要が

生じた。このため、議員活動について活動項目１件あたりの考え方及び活動時間を決

定した。 

この活動項目１件あたりの考え方と活動時間及び委員ごとの年間活動件数により

算出した閉会中の議員の活動と、事務局が整理した開会中の議員活動を合わせ、７つ

の「千葉市議会議員の活動」モデルが了承された。 

議会閉会中

の活動 

「住民意思の把握」 

（公聴会開催、アンケート実施 等） 

 

「その他の活動」 

（地域行事への参加 等） 

 

「審議能力の強化」 

（会派視察、研修会参加 等） 

 

「市民への報告」 

（広報紙発行、市民報告会開催 等） 

 

「政策立案への反映」 

（条例、意見書作成 等） 
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（２）議員報酬額の試算 

「千葉市議会議員の活動」モデルが了承されたことを受け、議員報酬について結論を

出すために、今後どのように理論構築するべきか委員から意見を聴取した。 

協議・検討の材料として、正副部会長から、「議員の活動」モデルの活動時間を使用し、

議員報酬、局長級給与等に基づく試算が提示された。 

委員から、社会保障を加味した市長等の時給により検討すべきとの意見、国会法３５

条の規定により局長級と比較して検討すべきとの意見や、三重県議会の手法により算出

した千葉県議会議員等の報酬額の資料作成依頼が出された。 

「千葉市議会議員の活動」モデルに基づき、各委員の意見等を受けて、現行の議員報

酬、市長及び局長給与に基づき試算したところ、以下の結果となった。 

議員Ａ 議員Ｂ 議員C 議員D 議員Ｅ 議員Ｆ 議員Ｇ

1
本会議

（定例会、臨時会） 131:12 131:12 131:12 131:12 131:12 131:12 131:12

2
常任・特別委員会
議会運営委員会 91:51 108:28 68:09 110:06 101:43 89:59 63:39

3
諸会議

（全員協議会、幹事長会議 等） 65:01 59:11 54:19 52:04 98:25 58:11 85:35

4
「審議能力の強化」

（会派視察、研修会参加 等） 1603:00 718:00 878:00 831:00 1442:00 689:00 1211:00

5
「住民意思の把握」

（広聴会開催、アンケート実施 等） 462:00 527:00 116:00 976:00 212:00 580:00 180:00

6
「政策立案への反映」

（条例、意見書作成 等） 620:00 549:00 85:00 129:00 165:00 317:00 140:00

7
「市民への報告」

（広報紙発行、市民報告会開催 等） 146:00 667:00 714:00 303:00 244:00 179:00 155:00

8
その他の活動

（地域行事への参加 等） 736:00 426:00 552:00 39:00 101:00 252:00 231:00

3855:04 3185:51 2598:40 2571:22 2495:20 2296:22 2197:26

321:15 265:29 216:33 214:16 207:56 191:21 183:07月間活動時間 （a/１２か月）

年間活動時間　合計 （a）

活動区分

「千葉市議会議員の活動」モデル
単位　時間：分

年間活動時間



（案） 

5 

 

議員Ａ 議員B 議員Ｃ 議員Ｄ 議員Ｅ 議員Ｆ 議員Ｇ

3855:04 3185:51 2598:40 2571:22 2495:20 2296:22 2197:26

321:15 265:29 216:33 214:16 207:56 191:21 183:07

1,594,728 円 1,316,520 円 1,073,088 円 1,063,152 円 1,028,376 円 948,888 円 909,144 円

2,710,845 円 2,237,925 円 1,824,120 円 1,807,230 円 1,748,115 円 1,612,995 円 1,545,435 円

1,555,245 円 1,283,925 円 1,046,520 円 1,036,830 円 1,002,915 円 925,395 円 886,635 円

議員報酬月額算出例

年間活動時間

月間活動時間

①『議員報酬』時給による月額
（4,968円/時）

③『局長給与』時給による月額
（4,845円/時）

②『市長給与』時給による月額
（8,445円/時）

 

 

議員報酬月額算出例による比較図  

 

 

 

（３）勉強会の開催 

これまで協議を重ね、「千葉市議会議員の活動」モデルを作成したところで、協議の方

向性、検討の仕方等について問題はないか検証し、結論へと導くために、市民や学識経

験者といった第三者意見を聴く機会を設けてはどうかという委員の意見を受け、その実

施方法について検討した結果、２名の学識経験者を招いて部会委員等との勉強会を開催

することとなった。 

 

７つすべてのモデルに

ついて、現行の報酬月額

を上回った。 

77 万円 
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勉強会では、以下の点について評価及び指摘を受けた。 

  ①廣瀬克哉氏 

・「千葉市議会議員の活動」モデルの資料は、一定の信頼度がある。 

・議員報酬の検討の方向性については概ね妥当である。  

・これまでの経緯や類似自治体の状況等を参照して、どのように市民理解を得られ

るか考えなければならない。 

・一般勤労者の給与と比較して議員報酬は安くはないが、議員の役務や社会保障を

考慮すると、けっして手厚くはない。 

・財政状況の悪化は、これまでの議会での経営判断の結果でもあるが、議員の任期

を考えると、長期的に財政状況を報酬に反映させるのは難しい。 

・小規模な市では、議員報酬が尐額なため兼業が多い。一方で、政令市のように大

規模な市では専業が多く、議員報酬を生活給として捉えざるを得ない面が強いた

め、若い世代の議員のなり手を確保できるよう、報酬面での十分な処遇を考える

必要がある。 

②廣瀬和彦氏 

・これまでの協議内容、資料、検討の方向性については概ね妥当である。 

・報酬の検討については、一視点のみではなく、多面的に行う必要がある。 

・人口 50万人以上の自治体における議員の専従化割合が 55％となっていることか

ら、報酬は生活給の側面を持つが、市議会議員の年齢構成が偏り、若い世代の構

成が尐ないのは、報酬だけでは生活できないことが理由として考えられる。 

・議員は専従化せざるを得ない状況にあり、現状の報酬は下げすぎである。また、

報酬を下げる際にはその根拠を明確にする必要がある。 

・議員報酬算定の基準方式は、①市政への貢献度を把握し、それをもとに議員報酬

を定める考え方、②執行部職員の給与を基準とする考え方、③国会議員の歳費を

基準とする考え方、④日当制を根拠とする方法、⑤当該団体の長の給与額を基準

とする考え方、⑥類似団体との比較方式、⑦議会費の割合を一定とし算出する方

法の７つがある。 

 

（４）議員報酬に係る協議結果 

①「千葉市議会議員の活動」モデルの資料は一定の信頼度があること、また、検討の

内容と方向性については概ね妥当である。 

②政令市の議員の専従化が進み、議員報酬を生活給としても捉えざるを得ない状況下

で、市民意見を十分に反映するためには、各年代から構成されていることが望まし

く、次世代を担う若手議員の育成を図る上でも、役務の対価として見合う報酬額を

確保する必要がある。 

③市の財政状況については、その悪化はこれまでの議会の決定の蓄積によるものであ

り、ある程度は考慮されるべきだが、直接、議員報酬に反映させるべきではない。 

以上のことから検討・協議した結果、「千葉市議会議員の活動」モデルに基づいて試算

した全ての報酬額が現行の報酬額を超えていることから、現行の議員報酬額については、

概ね妥当であるとの結論に達した。 
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４ 議員定数について 

（１）協議の経緯 

議員定数については、国勢調査、政令市等のデータを参考に、意見交換を行った。 

部会委員の意見としては、一票の格差是正は必要であるということであったが、具体

的な是正方法としては、最新の推計人口に基づいて定数の削減ありきではなく検討すべ

き、市民意見を聴取して検討すべき、段階的に削減し最終的には半減を目指すべき、「千

葉市議会議員の活動」モデルで示した議員の活動量・活動時間から考えて、人口にあっ

た定数を検討すべき等の意見が示された。 

 

区別議員数等一覧 （括弧内は、国勢調査時のデータ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）勉強会の開催 

 勉強会において、議員定数について意見交換等を行い、以下の見解が示された。 

①廣瀬克哉氏 

・委員会数及び委員の人数が尐ないと、本来の考えを反映させた議論・審議ができ

ないことから、一定の人数が必要である。 

・定数は、議員の身分に直結することなので、第３者機関の答申を受けて、客観性

のある場で協議すべきである。 

・推計人口：179,731 人 
     （180,949 人） 
・議員条例定数:11 人 
・議員１人当たり人口： 

16,339 人 
（16,450 人） 

・一票の格差：1.00（基準） 
（1.00） 

 

・推計人口：157,097 人 
（157,768 人） 

・議員条例定数：9 人 
・議員１人当たり人口： 

17,455 人 
（17,530 人） 

・一票の格差：1.07 
（1.07） 

 

・推計人口：151,614 人 
（151,585 人） 

・議員条例定数：9 人 
・議員１人当たり人口： 

16,846 人 
（16,843 人） 

・一票の格差：1.03 
（1.02） 

 

・推計人口：124,946 人 
（121,921 人） 

・議員条例定数：6 人 
・議員１人当たり人口： 

20,824 人 
（20,320 人） 

・一票の格差：1.27 
（1.24） 

 

・推計人口：200,996 人 
（199,364 人） 

・議員条例定数：11 人 
・議員１人当たり人口： 

18,272 人 
（18,124 人） 

・一票の格差：1.12 
（1.10） 

・推計人口：149,565 人 
（150,162 人） 

・議員条例定数：8 人 
・議員１人当たり人口： 

18,696 人 
（18,770 人） 

・一票の格差：1.14 
（1.14） 
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・現状の一票の格差は、専門家に検討してもらった上で、判断する必要がある。 

・大幅に定数を変更する場合は、市民意見をしっかり聴取し検討する必要がある。 

・選挙区間の定数の配分は、人口増減に応じて調整する必要がある。尐なくとも４

年に１度は調整が必要である。 

・全市１区と区別に選挙区を設ける場合では、調整の刻みが違ってくることも配慮

するポイントである。 

②廣瀬和彦氏 

・定数を考える要件として、①会議体としての議会の効率的な運営、②多数の住民

が推す優れた人材の選出、③地方公共団体の組織全体との均衡が示された。 

・定数の基準として、①常任委員会数方式、②人口１万人に１人方式、③住民自治

協議会方式（または小学校区方式・中学校区方式）、④議会費固定方式が示され

た。 

・様々な市民意見をくみ取ることができる定数を定めるべきである。 

・議員は専従化せざるを得ない状況にあり、現状の定数は下げすぎである。定数を

下げる際には、その根拠を明確にする必要がある。 

・一常任委員会あたりの委員数は、政令市の平均で 10.95人であり、この数字を基

にした場合、12 人が適当と考える。 

 

（３）議員定数にかかる協議結果 

勉強会において、廣瀬和彦氏から示された議員定数の基準に基づき試算をした結果、

そのすべてにおいて５４人を超える数値が算出されたことから、現行の議員定数は概ね

妥当であることが判明した。 

部会としては、各区の一票の格差是正は必要であるが、議員定数の見直しについては、

市民意見を聴取するなど市民理解を得られるよう、客観性のある協議の場において改め

て協議・検討していくことが望ましいとした。 

  

５ 政務調査費について 

地方自治法の改正により、政務調査費（法改正により「政務活動費」に変更）につい

ては制度の抜本的な見直しが必要となるため、協議の結果、政務活動費については、幹

事長会議で協議することとなった。 
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６ 部会委員の構成                   平成２４年１０月１日現在 

役職 委員氏名 所属会派 

部 会 長 米持 克彦 自由民主党千葉市議会議員団 

副部会長 福谷 章子 未来創造ちば 

委   員 

松坂 吉則 自由民主党千葉市議会議員団 

山浦  衛 民主党千葉市議会議員団 

近藤 千鶴子 公明党千葉市議会議員団 

中村 公江 日本共産党千葉市議会議員団 

岡田  慎 みんなの党千葉市議団 

 

 

 

７ 開催状況 

（１）第１部会開催状況 

開催回数 開催年月日 主な協議内容 

第１回 
平成 23 年 

11 日 2 日 

１ 副部会長の互選について 

２ 優先協議事項について 

第２回 11 月 15 日 １ 優先協議事項について 

第３回 
平成 24 年 

 1 月 10 日 

１ 優先協議事項「議員のあるべき姿」について 

第４回  1 月 23 日 １ 「議員のあるべき姿」について 

第５回  2 月 6 日 
１ 千葉市議会議員の活動の標準モデルについて 

２ 「議会のあり方」検討協議会への報告について 

第６回  4 月 19 日 
１ 議員報酬及び政務調査費について 

２ 千葉市議会議員活動の標準モデルについて 

第７回  5 月 16 日 
１ 千葉市議会議員の活動について 

２ 今後の協議の進め方について 

第８回  6 月 4 日 
１ 千葉市議会議員の活動について 

２ 今後の協議の進め方について 

第９回  6 月 26 日 １ 千葉市議会議員の活動について 

第 10 回  8 月 3 日 １ 千葉市議会議員の活動について 

第 11 回  8 月 31 日 １ 優先協議事項（議員報酬）について 

第 12 回  9 月 12 日 １ 優先協議事項（議員報酬）について 

第 13 回 10 月 23 日 
１ 優先協議事項（議員報酬）の勉強会について 

２ 優先協議事項（議員定数）について 

第 14 回 12 月 10 日 １ 優先協議事項（議員報酬・議員定数）について 

第 15 回 12 月 20 日 １ 部会報告書の作成について（仮称） 
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（２）勉強会開催状況 

開催回数 開催年月日 協議内容 

第１回 
平成 24 年 

11 月 21 日 

講師 21日 法政大学法学部 教授 廣瀬 克哉 

22日 明治大学政治経済学部 講師 廣瀬 和彦 

内容 ①これまで行ってきた協議の検証及び結論を導く

理論構築の検討 

②地方自治法の改正について 
第２回 11 月 22 日 

 


